
令和５年度石川県保険者協議会 

（第２回） 
 
 

日 時 令和５年１１月９日（木）１４時～  
場 所 石川県庁１１階「１１０９会議室」  

 
 
 

次  第 
 
１ 開  会 

  会長あいさつ 
 
 
２ 報告事項 

    石川県保険者協議会副会長の交代について 
 
 
３ 協議事項 

（１）令和６年度石川県保険者協議会事業計画（案）及び負担金（概算） 

について（資料１） 

①事業計画（案）について 

②負担金（概算）について 

（２）石川県医療費適正化計画（第４期）について（資料２） 

（３）その他 

 



任期　令和5年4月1日～令和7年3月31日

職　　　　名
北 國 新 聞
健 康 保 険 組 合

常 務 理 事 菊 地 晃 (欠）

澁 谷 工 業
健 康 保 険 組 合

常 務 理 事 西 村 聡

北 陸 情 報 産 業
健 康 保 険 組 合

常 務 理 事 梨 野 昌 美

全 国 健 康 保 険 協 会
石 川 支 部

支 部 長 赤 澤 信 秀 新任

全 国 健 康 保 険 協 会
石 川 支 部

企 画 総 務 部 長 井 上 智恵美

全 国 健 康 保 険 協 会
石 川 支 部

企 画 総 務 グ ル ー プ 長 長谷川 一 予

石 川 県 市 町 村 職 員
共 済 組 合

福 祉 課 長 新 谷 喜 弘 (欠）

金 沢 市
福 祉 健 康 局

医 療 保 険 課 長 宮 崎 英 弘 (欠）

小 松 市
行 政 管 理 部

医 療 保 険 課 長 米 津 貴 之

内 灘 町
町 民 福 祉 部

町 民 福 祉 部 長
兼 保 険 年 金 課 長

助 田 有 二

能 登 町 健 康 福 祉 課 長 西 谷 幸 一

石 川 県 医 師
国 民 健 康 保 険 組 合

事 務 長 南 善 史

石 川 県 後 期 高 齢 者
医 療 広 域 連 合

事 務 局 長 小 﨑 隆 司

健 康 福 祉 部 次 長
兼 健 康 推 進 課 長

木 村 慎 吾

医 療 対 策 課 長 表 賢 二 随行　主幹　田中　健太郎

石川県国民健康保険
団 体 連 合 会

常 務 理 事 大 畠 秀 信

職　　　　名

地 域 医 療 推 進 室 室 次 長 細 木 信 哉

地域医療推進室課長補佐 宮 地 香 織

地域医療推進室主任主事 目 ヶ 谷 康 史

薬 事 衛 生 課 課 長 補 佐 福 井 優 子

長 寿 社 会 課 課 長 補 佐 辻 野 賢 司

《 オブザーバー 》

職　　　　名

理 事 牧 本 和 生

副 会 長 千 田 恭 恵

副 会 長 藤 原 秀 範

専 務 理 事 小 林 千 鶴

会 長 田 中 弘 美

《 事務局 》

職　　　　名
生 活 習 慣 病 対 策 GL
（ 課 長 補 佐 ）

酒 井 徳 子

医 療 対 策 課 主 任 主 事 嶋 村 耕 作

事 務 局 長 小 嶋 一 彦

健 康 づ く り 支 援 課 長 茅 山 加奈江

健 康 づ く り 支 援 課
担 当 課 長

荒 木 早 苗

健 康 づ く り 支 援 課
担 当 課 長

奥 野 弘 之

後 期 高 齢 者
医 療 広 域 連 合

石 川 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会

石 川 県 栄 養 士 会

所　    　　属

石 川 県 歯 科 医 師 会

石 川 県 薬 剤 師 会

石 川 県 健 康 福 祉 部

石 川 県 医 師 会

所　    　　属

石 川 県 健 康 福 祉 部

全 国 健 康 保 険 協 会

国 民 健 康 保 険

氏　　　　名

氏　　　　名

石 川 県 看 護 協 会

所　    　　属

石 川 県
健 康 福 祉 部

健康保険組合連合会
支 部 等

氏　　　　名

石 川 県 保 険 者 協 議 会 出 席 者 名 簿

国 民 健 康 保 険
団 体 連 合 会

区　　　　　　分

共 済 組 合 保 険

石 川 県

備　　　考所　 　　属
氏　　　　名

委　　　員

随行
　健康保険組合連合会
　　　　　　　石川連合会
　　事務局長　畑　　伸彦



石川県保険者協議会設置運営規程 

（目的） 

第１条 石川県保険者協議会（以下「協議会」という。）は、石川県内の保険者

（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７条第２

項に規定する保険者及び都道府県後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。）

の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、

それに基づく取組の推進等を図るとともに、石川県医療費適正化計画の策定

または変更、同計画の実施についての石川県への協力、石川県医療計画の策

定または変更に当たっての意見提出等を行うことを目的とする。 

 （事業） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議を行う

ものとする。 

（１） 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営等に関する保険者その他

の関係者間の連絡調整

（２） 保険者に対する必要な助言または援助

（３） 医療に要する費用等に関する情報についての調査及び分析

（４） 医療費適正化計画の策定及び変更に関し、保険者協議会において行った

調査及び分析の結果等に基づく意見提出

（５） 医療費適正化計画の実施についての石川県への協力

（６） 医療計画の策定変更に関し、保険者協議会において行った調査及び分析

の結果等に基づく意見提出

 （構成） 

第３条 協議会は、石川県内の次の区分からの推薦による委員をもって構成す

る。 

（１） 石川県を代表する者 ２名 

（２） 健康保険組合連合会支部等を代表する者 ３名 

（３） 全国健康保険協会石川支部を代表する者 ３名 

（４） 国民健康保険の保険者たる市町及び石川

県医師国民健康保険組合を代表する者  ５名 

（５） 国民健康保険団体連合会を代表する者 １名 

（６） 共済組合支部を代表する者 １名 

（７） 後期高齢者医療広域連合を代表する者 １名 

２ 協議会は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会及び栄養士会を代表

する者、学識経験者並びに企業及び大学等の関係者等の参画及び助言を求め

ることができる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、第３条に掲げている区分の組織が推薦書を提

出し、推薦された委員が従前の職務を行い、任期は前任者の残任期間とする。 
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（運営） 

第５条 協議会には、会長１名、副会長２名及び監事１名を置くこととし、委

員の中から互選する。 

２ 会長は協議会を代表し、会務を総括する。 

３ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 

４ 監事は会計監査及び業務執行状況を監査し、定期的に監査報告を行う。 

５ 会長、副会長、監事が任期途中で退職又は辞任した場合は、互選に関わら

ず後任者が従前の職務を行うものとする。また、任期が満了した場合は、後

任者が就任するまでは、任期が満了したと同時に退職した者以外については、

前任者が従前の職務を行うものとする。退職者の職務については、会長又は

副会長がその職務を行うものとする。 

（会議） 

第６条 協議会は、必要に応じて会長が召集し、会長が座長となる。 

（作業部会の設置） 

第７条 協議会には、第２条の具体的実施の検討を行うため、作業部会を設置

する。 

２ 作業部会は、協議会から付託された事項について調査審議し、その結果を

協議会に報告する。 

３ 前項の定めるもののほか、作業部会に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

（議事） 

第８条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決するこ

とができない。 

２ 協議会の議事は、委員のうち会議に出席したものの過半数で決し、可否同

数のときは、会長の決するところによる。 

（費用の負担） 

第９条 第２条に掲げる事業実施に要する費用については、協議会を構成する

関係者が応分に負担する。 

（事務局） 

第１０条 協議会の事務は、石川県及び石川県国民健康保険団体連合会が処理

する。 

２ 事務局に関し必要事項は、会長が別に定める。 

（その他） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成１７年６月１３日から施行する。 

附 則 
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この規程は、平成１９年６月１１日から施行し、平成１９年４月１日から適用

する。  

附 則 

この規程は、平成２０年７月７日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２０年１０月３０日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成２７年６月１８日から施行し、平成２７年４月１日から

適用する。  

２ 第９条に定める経費については、国から助成を受けられる間については、

当該助成額を控除して得た額とする。 

附 則 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 第９条に定める経費については、国から受ける助成額を控除して得た額と

する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成３１年１月２９日から施行する。ただし、第３条第１項

の改正規定及び次項の規定は、同年４月１日から適用する。 

２ 石川県保険者協議会設置運営規程の一部を改正する規程（平成２８年２月

２９日決定）の附則の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「助成を受けられる間については、当該」を「受ける」に改

める。 
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石川県保険者協議会作業部会運営要領 

（目的） 

第１条 石川県保険者協議会規程第７条の規定に基づき、石川県保険者協議会作業

部会（以下「作業部会」という）を設置し、石川県保険者協議会（以下｢協議会｣

という。）から付託された事項について調査・審議することにより、協議会の円

滑な運営に寄与することを目的とする。 

（任務） 

第２条 作業部会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討を

行う。 

（１）石川県内における医療費の調査、分析、評価に関すること。

（２）各保険者の保健事業の共同実施に関すること。

（３）各保険者の独自保健事業についての調査及び情報交換に関すること。

（４）その他目的達成に必要な事項に関すること。

（構成） 

第３条 作業部会は、石川県内の次の区分からの推薦による委員若干名をもって構

成する。 

（１） 健康保険組合関係者

（２） 全国健康保険協会関係者

（３） 国民健康保険関係者

（４） 共済組合関係者

（５） 後期高齢者医療広域連合関係者

（６） 石川県関係者

２ 作業部会は、必要に応じて関係者の参画及び助言を求めることができる。

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、第３条に掲げている区分の組織が推薦書を提出し、

推薦された委員が従前の職務を行い、任期は前任者の残任期間とする。 

（運営） 

第５条 作業部会には、部会長１名、副部会長１名を置くこととし、部会委員の中

から互選する。 

２ 会議は、必要に応じて協議会会長が召集し、部会長がその座長となる。 

３ 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。 
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４ 部会長、副部会長が任期途中で退職又は辞任した場合は、互選に関わらず後任

者が従前の職務を行うものとする。また、任期が満了した場合は、後任者が就任

するまでは、任期が満了したと同時に退職した者以外については、前任者が従前

の職務を行うものとする。 

（費用の負担） 

第６条 作業部会の運営等に要する経費については、作業部会を構成する関係者が

応分に負担する。 

（事務の処理） 

第７条 作業部会の事務は、石川県及び石川県国民健康保険団体連合会が処理する。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、作業部会の運営に必要な事項は、協議会会

長が別に定める。 

附  則 

この要領は、平成１７年６月１３日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成１９年６月１１日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附  則 

この要領は、平成２０年７月７日から施行する。  

附  則 

この要領は、平成２０年１０月３０日から施行する。  

附  則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成３１年１月２９日から施行する。 
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資料１
協議事項

　（１）令和６年度石川県保険者協議会事業計画（案）及び負担金（概算）

　　①事業計画（案）について

事　　　　　　　業　　　　　　　名 開 催 月 場 所

１　保険者協議会の開催

　第１回 保険者協議会 令 和 ６ 年 ６ 月 金 沢 市

　（１）令和５年度石川県保険者協議会事業報告及び歳入歳出決算について

　（２）令和６年度石川県保険者協議会事業計画及び歳入歳出予算について

　（３）その他

　第２回 保険者協議会 令和６年１０月 金 沢 市

　（１）令和７年度石川県保険者協議会事業計画（案）及び予算（概算）について

　（２）その他

　第３回 保険者協議会 令 和 ７ 年 １ 月 金 沢 市

　（１）令和６年度石川県保険者協議会事業費の応分の負担（案）について

　（２）令和７年度石川県保険者協議会事業計画について

　（３）令和７年度石川県保険者協議会歳入歳出予算（案）について

　（４）令和７年度石川県保険者協議会事業費の応分の負担（案）について

　（５）作業部会への付託事項（案）について

　（６）その他

２　作業部会の開催 令 和 ６ 年 ４ 月 金 沢 市

　　（１）協議会からの付託事項について

　　（２）その他

３　データヘルス等推進事業

　　（１）データヘルス計画学習会 （２回） 未　　定 金 沢 市

　　（２）生活習慣病重症化予防推進事業（医療保険者への個別指導の実施） 令 和 ６ 年 １ １ 月 県 内

４　特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発

　　　ポスター作成及び掲示 令 和 ６ 年 ４ 月 金 沢 市

５　特定健診等の円滑な実施

　　　被用者保険集合契約の締結 令 和 ６ 年 ４ 月 金 沢 市

６　特定健診・特定保健指導従事者研修会の開催 未　　定 金 沢 市

７　石川県保険者協議会ホームページの更新 随 時 更 新

令和６年度石川県保険者協議会事業計画 (案)
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令和６年度データヘルス計画学習会実施要領（案） 

１ 事業の目的 

特定健康診査・保健指導等の各医療保険者の取り組み状況やデータ、課

題等について情報交換を行うとともに、地域の共通課題の確認、取り組み

の方向性を学ぶなど、データヘルスの推進、保険者間の具体的な連携を進

め医療費適正化に資することを目的とする。 

２ 実施主体 

石川県保険者協議会 

３ 講師 

未 定 

４ 内容等 

（１）各医療保険者の実態にあった計画策定に基づき、ＰＤＣＡサイクルに

沿ったデータ分析

（２）各医療保険者の実態把握

（３）課題解決や特定健診・特定保健指導等の円滑な事業推進に向けた情報交換

５ 日程及び会場 

未 定（金沢市内） 

６ 対象者 

各医療保険者のデータヘルス推進担当者 

７ 経費 

この事業にかかる経費については、国庫補助金を除く経費を各医療保険者

による応分の負担とする。 

【参考】 

令和５年度実績 

（１）第１回

①日時 令和５年６月１２日（月） １３時３０分～１６時３０分

②会場 石川県庁 １１階 １１０２会議室

（２）第２回

①日時 令和５年１０月３１日（金）１３時３０分～１６時３０分

②会場 石川県青少年総合研修センター １階 大研修室

2



重症化予防による生活習慣病対策推進事業実施要領（案） 

 

１ 目  的 

   標準的な健診・保健指導プログラムでは、対象者が健診結果に基づき、自ら

の健康状態を認識した上で、代謝等の身体のメカニズムと生活習慣（食習慣や

運動習慣等）との関係を理解し、生活習慣の改善を自らが選択し、行動変容に

結びつけられるようにすることが求められております。 

また、自覚症状のない生活習慣病は自己管理が重要で、自己管理のためには、

住民自身が自分の身体を客観的なデータで知っていることが大事だと認識し、健

診が住民自身のものになることが大切です。 

これらのことが実現できれば、生活習慣病の発症予防、重症化予防にもつなが

ることとなります。 

このことを踏まえ、効果的な個別指導が推進できる人材を育成し、将来的な医

療費の伸びの適正化に資することを目的とします。 

２ 実施主体 

   実施を希望する保険者、石川県保険者協議会 

３ 事業内容 

実施を希望する保険者（３保険者程度）において以下を実施 

実施希望保険者の保健師、管理栄養士等が実施する保健指導の現場に指導

者が同行し効果的な保健指導について学ぶ。 

（１）保健指導前の健診結果読み取り学習会 

（２）対象者への保健指導（担当者と講師と随行１名可） 

（３）保健指導後学習会 保健指導後の感想と事例学習 

※（１）及び（３）については、他保険者も場合により参加可 

４ 経  費 

   この事業に係る経費の国庫補助金を除く経費は、各医療保険者が応分の負担

をする。 

５ 実施時期  令和６年１１月 

 

【参考】これまでの実績 

 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

北陸鉄道

南加賀 小松市 能美市 小松市 能美市 能美市 能美市 小松市

能美市

石川中央 内灘町 野々市市 白山市 津幡町

津幡町 内灘町

能登中部 志賀町 宝達志水町 宝達志水町 珠洲市 志賀町 中能登町

能登北部 羽咋市

11/13～15 9/19～21 7/9～11 10/20～22 11/17､18
11/10、29､

30
10/10､11､

11/8

実
施
保
険
者

二
次
医
療
圏

実施時期

被用者保険者
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令和６年度特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発（案） 

特定健診受診啓発ポスター作成及び掲示について 

１ 目 的 

特定健診をより多くの方々に関心を持っていただき、特に生活習慣病医療によって現在

も医療機関へ受診されている方々に対し健診の必要性を理解していただくためポスター

を作成し、健診の受診率等の更なる向上を図る。 

２ 仕様等 

（１）サイズ：Ａ２ 

（２）配布時期：５月 

（３）作成枚数：１，３５０枚 

（４）予算  ：８８，０００円（税込） 

（５）配布先 ：「令和５年度ポスター配布予定一覧（案）」参照 

３ コンセプト 

①健診の受診率等の更なる向上を図るとともに、健康づくりに関心をもってもらう 

②糖尿病、高血圧等で治療の方も健診の対象であることを理解してもらう 

４ 図 柄 

ポスターの背景に全保険者のキャラクターまたは市町の章、社章を並べる 

令和６年度ポスター配付先一覧（案） 

部 数 備　考

健康保険組合連合会石川連合会等 16
健保連石川連合会　5部（予備含）
健康保険組合　11組合×1部

全国健康保険協会石川支部 20 要求部数に応じ配布

共済組合保険 12 4組合×3部

石川県内市町国保 57 19市町国保×3部 

石川県医師国保組合 3

石川県後期高齢者医療広域連合 3

石川県健康福祉部健康推進課 3

石川県医師会 280
郡市医師会（金沢市医師会除く）
252機関＋予備28

金沢市医師会 210 金沢市内医療機関　190機関＋予備20

石川県薬剤師会 500

加賀支部　　 31機関
小松・能美支部 68機関
白山・ののいち支部　70機関
金沢支部　　 　205機関
河北支部　　 28機関
羽咋支部　　 14機関
七尾・鹿島支部 27機関
能登北部支部 21機関
※上記8支部に予備各2部
本部予備20

石川県商工会連合会 21

石川県スーパーマーケット連絡協議会 103 13社（加盟店舗）

石川県公衆浴場業生活衛生同業組合 40 38社（加盟店舗）

その他（国保連合会内掲示） 4

1,272

78

1,350総数

配布先

配付枚数計

予備
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コ
ロ
ナ
で
増
え
た
体
重

戻
っ
た
？

金沢市 七尾市

川北町

小松市
カブッキー

白山市
ゆきママとしずくちゃん

かほく市
にゃんたろう

津幡町
よしなかくん

内灘町
ウッチーとナディ 志賀町

西能登あかり

中能登町
おりひめ

穴水町 能登町
のっとりん

宝達志水町
ほっぴーさん

能美市
ひぽ能ん、ぽぽ能ん、ゆず美ん 野々市市

のっティ

羽咋市

輪島市
カモっぴ

珠洲市
みつけたろう

加賀市
健診カモンくん

石川県
医師国民健康
保険組合

公立学校
共済組合
石川支部

警察
共済組合
石川県支部

石川県
市町村職員
共済組合

地方職員
共済組合
石川県支部

石川県
後期高齢者医療
広域連合

全国健康保険協会 石川支部

糖
尿
病・高
血
圧
等
で
治
療
中
の
方
も

特
定
健
診・後
期
高
齢
者
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

石川県保険者協議会
保険者協議会は、健保組合、協会けんぽ、共済組合、市町村国保、国保組合、後期高齢者医療広域連合が連携・協力し、

生活習慣病予防のための保健事業を効果的に実施することを目的に設置されました。

けんしんくん
石川県
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１ 目　的　　

２ 実施主体　　
　石川県、石川県保険者協議会、石川県医師会

３ 周知方法
・保険者協議会、県医師会、産保センターを通して関係機関へ周知
・県から市町、保健福祉センター、特定保健指導委託機関（国保直営以外）へ周知
・県ホームページに掲載

４ 研修日程・内容等

＜初任者研修（保健指導経験年数３年未満）　ハイブリット研修＞

１日目

２日目

＜実践者研修（保健指導経験年数３年以上）　ハイブリット研修＞ 

１日目

琉球大学大学院医学研究科

　内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座

　　（第二内科）

　教授　益崎　裕章 氏

２日目

令和５年度特定健診・特定保健指導従事者研修会について

分

15

120

挨拶・オリエンテーション

14:40～16:40 保健指導の実際

【オンライン】

肥満症の最新知識
　（肥満症ガイドライン2022を踏まえ
て）

9015：00～16：30

金沢医科大学

　客員教授　中川　秀昭 氏
保健指導の評価13:30～14:30

芳珠記念病院

　内科次長　臼倉　幹哉　氏

金沢医科大学

　名誉教授　中島　素子　氏

石川県栄養士会

講　　師

　管理栄養士　櫻井　千佳　氏

50

90

120

40
石川県理学療法士会

　理学療法士　木村　幸恵　氏

15:30～16:30 生活習慣病の基礎知識

9:30～10:20 禁煙指導のポイント

10:30～12:00

保健指導の実際

13:00～13:40 運動指導のポイント

月日・場所 時間 内　　容

令和５年
 　９月２８日（木）

石川県庁14階
１４０８会議室

10

40

50

60

食事指導のポイント

講　　師分

　医療保険者による「特定健診・特定保健指導」が円滑に実施されるよう、健診・保健指導従事者を対象に
「標準的な健診・保健指導プログラム(平成３０年度版)」に基づいた研修会を行い、生活習慣病予防対策全
体を効果的に推進できる人材を育成する。

石川県健康福祉部健康推進課
石川県の課題

13:30～13:40 挨拶・オリエンテーション

13:40～14:20 歯の健康に関する保健指導のポイント
石川県歯科医師会 公衆衛生部

　理事　江尻　重文 氏

令和５年
　 ９月８日（金）

石川県庁11階
１１０４会議室

特定健診・特定保健指導の基本的事項
14:30～15:20

石川県国民健康保険団体連合会
　健康づくり支援課　課長　茅山　加奈江 氏

内灘町保健センター
　課長補佐兼総括主査　前田　理子 氏

60

令和５年
　１０月１９日(木)

石川県庁11階
１１０２会議室

令和５年
　１０月２３日(月）

石川県国民健康保険団体連合会
　健康づくり支援課　課長　茅山　加奈江 氏

14:45～15:00

内灘町保健センター
　課長補佐兼総括主査　前田　理子 氏

石川県庁11階
１１０５会議室

月日・場所 時間 内　　容

13:50～15:50

6



５　令和４年度参加者の状況
＜初任者研修＞ （　）内：初参加者

＜実践者研修＞ （　）内：初参加者

６　修了証書の交付（予定含む） ※希望者のみ （　）内：初参加者

７　今後の研修会について

24 (15)

その他 1 (1)

計

1 (1)

12 9 (4) 3 (2)

(0)

県

医師

0 (0)

事業所等

19 (11)

0 (0)

医療機関等 10 7 (2) 2 (2)

1 1

3 (3)

管理栄養士・栄養士 看護師

保険者

(7)

34

24

20

3

8

3

(24)

(20)

1

16

13

(7)

(1)

39

3

1

6

23

0

57

(13)

1

10

計

24

医師

(18)4

(18)

(0)

(3)

(1)

(4)

2

2

4

(2)

(2)

(43)

(34)

県

その他

計

＜参考＞R4 2

看護師

3

(1)

(3)3(12)

(3)(6)

管理栄養士・栄養士

(4)

(3)

その他

(3)

医療機関等

事業所等

管理栄養士・栄養士 看護師 医師保健師

(13)

(3)

その他 計

市町国保 37 12 (4) 49 (17)

4 (3)

医療機関等 15 12 27 (2)

保険者 4

2 (1)

県 0 (0)

事業所等 1 1

3 (1)

計 60 24 (4) 1 85 (24)

その他 3

　国は、特定保健指導の外部委託に関する基準として、特定保健指導実施者が一定の研修を修了しているこ
と、また、当研修の元となる国の「健診・保健指導担当者の資質向上推進事業実施要綱」において、研修は
６年ごとに受講することが望ましいとしている。

　新たに特定保健指導に従事する方への基本的事項を学ぶための初任者研修、既に業務に従事している方へ
のスキルアップを図る機会となる実践者研修を、今後も引き続き開催してまいりたい。

35 (12)＜参考＞R4 23 10 (5) 2

その他 計

市町国保 2 1 (1)

保健師

(14)

(1)

市町国保

保険者

(9)

(2)

(1)

(1)

(20)

(7)

保健師

(2)
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②負担金（概算）について

【石川県保険者協議会事業費負担金について】

１　令和６年度負担金（概算）

除した金額

２　令和６年度構成保険者別負担金（概算）について

（１）構成保険者別負担金（概算）算出方法

（２）構成保険者別負担金（概算）

３　負担金の精算について

（１）時期 令和６年度事業が終了、且つ、国庫補助金の受入れ・返還が完了次第、精算する。

（２）方法 構成保険者別負担金（概算）の算出に用いた被保険者数（被扶養者含む）で按分する。

構成保険者被保険者数
（被扶養者含む）

全保険者の被保険者数
（被扶養者含む）

　保険者協議会の事業費は、医療保険者の負担金と国庫補助金により賄われています。このうち、国
庫補助金については受入が秋頃となるため、受入までの事業費を確保する必要があります。
　このことから、年度当初に繰越金（前年度の国庫補助金返還金）を除く事業費を一旦ご負担いただ
き、事業が終了、且つ、国庫補助金の受入・前年度分の返還が完了次第、精算することとしておりま
す。
　なお、負担金については各医療保険者の被保険者数により按分した額となります。

構成保険者名

令和６年度石川県保険者協議会事業費負担金（概算）について

1,909,000円
× ÷

負担金（概算）

－
３繰越金

＝
負担金（概算）

2,175,000円 266,000円 1,909,000円

歳入合計

石川県国民健康保険

全国健康保険協会石川支部

（注)

被保険者数
（被扶養者含む）
令和4年11月末現在

人

36,930

910,451

181,815

203,480

62,407

負担金（概算）については当該年度の前々年度の１１月末現在の被保険者数（被扶養者含む）
により按分し算出している。

円

1,808

-26,467

15,805

-20,896

20,750

-9,000

（注）資料「令和５年度石川県保険者協議会歳入歳出予算書（概算）」の歳入合計より３款繰越金を

石川県後期高齢者医療広域連合

合計

健康保険組合連合会石川連合会

共済組合保険

425,819

R6当初負担金
（概算）

1,909,000

381,223

426,649

130,853

892,842

77,433

円

R5当初負担金

円

1,918,000

360,473

447,545

115,048

919,309

75,625

差額
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国民健康保険保険者別負担金（概算）

-32

-20

-1,788

差額

円

-697

-89

-154

-56

-27

-112

-36

-51

-169

16,943

17,476

40,469

12,189

1,788

428,437

4,786

7,843

3,596

6,771

5,142

8,576

9,658

12,751

5,120

8,540

9,618

12,698

1,780

16,873

17,403

40,300

12,138

166,212 166,909

白山市

能美市

R5当初負担金
R6当初負担金

（概算）

円円

8,515

26,757

6,513

13,371

36,712

21,198

8,551

26,869

6,540

13,427

36,866

21,287

保険者名

輪島市

珠洲市

小松市

中能登町

穴水町

志賀町

宝達志水町

内灘町

羽咋市

かほく市

加賀市

金沢市

七尾市

野々市市

川北町

17,509

10,110

79,271

8,047

8,300

19,220

5,789

4,061

12,761

合計

能登町

医師国保

津幡町

被保険者数
（被扶養者含む）
令和4年11月末現在

人

3,106

6,377

203,480

2,273

-73

-70

-8

-53

-40

-36

-22

-28

-15

3,725

1,708

3,216

2,442

4,073

4,587

6,056

849

426,649

4,766

7,811

3,581

6,743
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務
費

3
6
1

3
6
1

0

1
国

庫
補

助
金

9
2
8

9
4
4

△
1
6

１
総

務
管

理
費

3
6
1

3
6
1

0

2
負

担
金

9
7
9

9
7
1

8
２

事
業

費
1
,5

4
7

1
,5

5
5

△
8

1
負

担
金

9
7
9

9
7
1

8
１

事
業

費
1
,5

4
7

1
,5

5
5

△
8

3
繰

越
金

2
6
6

2
6
6

0
３

諸
支

出
金

2
6
5

2
6
5

0

1
繰

越
金

2
6
6

2
6
6

0
１

諸
支

出
金

2
6
5

2
6
5

0

4
諸

収
入

2
2

0
４

予
備

費
2

2
0

1
諸

収
入

2
2

0
１

予
備

費
2

2
0

2
,1

7
5

2
,1

8
3

△
8

2
,1

7
5

2
,1

8
3

△
8

（
歳

出
の

主
な

増
減

理
由

に
つ

い
て

）
　

第
２

款
事

業
費

に
つ

い
て

、
特

定
健

診
受

診
等

啓
発

ポ
ス

タ
ー

の
デ

ザ
イ

ン
を

軽
微

な
変

更
と

す
る

こ
と

に
よ

る
減

額
。

歳
　

　
　

出
　

　
　

合
　

　
　

計

令
和

６
年

度
石

川
県

保
険

者
協

議
会

歳
入

歳
出

予
算

（
概

算
）

款
項

款
項

歳
　

　
　

入
　

　
　

合
　

　
　

計

10



金
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

1
国

庫
支

出
金

9
2
8

9
4
4

△
1
6

1
国

庫
補

助
金

9
2
8

9
4
4

△
1
6

1
9
2
8

9
4
4

△
1
6

1
9
2
8

保
険

者
協

議
会

運
営

補
助

金
9
2
8

2
負

担
金

9
7
9

9
7
1

8

1
負

担
金

9
7
9

9
7
1

8

1
負

担
金

9
7
9

9
7
1

8

1
負

担
金

9
7
9

各
構

成
保

険
者

負
担

金
9
7
9

3
繰

越
金

2
6
6

2
6
6

0

1
繰

越
金

2
6
6

2
6
6

0

1
繰

越
金

2
6
6

2
6
6

0

1
繰

越
金

2
6
6

国
庫

補
助

金
返

還
金

2
6
5

前
年

度
繰

越
金

1

4
諸

収
入

2
2

0

1
諸

収
入

2
2

0

1
預

金
利

子
1

1
0

1
預

金
利

子
1

預
金

利
子

1

2
雑

入
1

1
0

1
雑

入
1

雑
入

1

2
,1

7
5

2
,1

8
3

△
8

区
分

歳
入

合
計

説
明

令
和

６
年

度
石

川
県

保
険

者
協

議
会

　
歳

入
歳

出
予

算
事

項
別

明
細

書
（
概

算
）

［
歳

　
入

]

款
項

目
令

和
6
年

度
当

初
予

算
令

和
5
年

度
当

初
予

算
比

較
節

高
齢

者
医

療
制

度
円

滑
運

営
事

業
費

補
助

金
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金
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金
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

1
総

務
費

3
6
1

3
6
1

0

1
総

務
管

理
費

3
6
1

3
6
1

0

1
一

般
管

理
費

3
6
1

3
6
1

0

2
人

件
費

2
5
6

保
険

者
協

議
会

・
作

業
部

会
2
5
6

9
旅

費
1
2

委
員

等
旅

費
1
2

1
1

需
用

費
2
1

消
耗

品
費

、
事

務
連

絡
費

2
1

1
2

役
務

費
6

電
話

料
、

郵
便

料
、

手
数

料
6

1
4

使
用

料
及

び
賃

借
料

6
6

会
場

等
借

料
6
0

コ
ピ

ー
使

用
料

6

2
事

業
費

1
,5

4
7

1
,5

5
5

△
8

1
事

業
費

1
,5

4
7

1
,5

5
5

△
8

1
調

査
研

究
費

1
,5

4
7

1
,5

5
5

△
8

2
人

件
費

5
3
2

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

等
推

進
支

援
事

業
3
2
1

特
定

健
診

等
に

係
る

受
診

率
向

上
の

た
め

の
普

及
啓

発
4
1

特
定

健
診

等
の

円
滑

な
実

施
（
被

用
者

保
険

集
合

契
約

の
締

結
）

4
2

特
定

健
診

・
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
1
2
8

8
報

償
費

3
6
4

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

等
推

進
支

援
事

業
2
7
2

特
定

健
診

・
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
9
2

9
旅

費
1
8
8

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

等
推

進
支

援
事

業
1
3
7

特
定

健
診

・
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
5
1

1
1

需
用

費
4
7

消
耗

品
費

、
事

務
連

絡
費

、
印

刷
製

本
費

4
7

1
2

役
務

費
5
1

郵
便

料
、

通
信

運
搬

費
5
1

1
3

委
託

料
1
6
0

ポ
ス

タ
ー

作
成

委
託

費
8
8

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

委
託

費
7
2

1
4

使
用

料
及

び
賃

借
料

2
0
5

会
場

等
借

料
1
2
0

コ
ピ

ー
使

用
料

7
0

自
動

車
借

上
げ

1
5

3
諸

支
出

金
2
6
5

2
6
5

0

1
諸

支
出

金
2
6
5

2
6
5

0

1
返

還
金

2
6
5

2
6
5

0

1
返

還
金

2
6
5

国
庫

補
助

金
返

還
金

2
6
5

4
予

備
費

2
2

0

1
予

備
費

2
2

0

1
予

備
費

2
2

0
1

予
備

費
2

予
備

費
2

2
,1

7
5

2
,1

8
3

△
8

節
説

明
区

分

歳
出

合
計

令
和

5
年

度
当

初
予

算
比

較

［
歳

　
出

] 款
項

目
令

和
6
年

度
当

初
予

算
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